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１．ＲＩ登録管理制度の目的及び参加対象 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＲＩ等放射線業務従事者被ばく線量登録管理制度について 
 

「放射性同位元素等の規制に関する法律」（ＲＩ規制法）に基づき、放射性同位元

素（ＲＩ）等を取扱う事業所は全国に約７,５00 あり、放射線業務従事者の人数は

10 万人を越えています。 

放射性同位元素等を取り扱う施設（ＲＩ等施設）において、作業者によっては複

数のＲＩ等施設を移動あるいは雇用事業者間を異動して放射線作業に従事したり

する場合もあることから、個人の生涯の被ばく線量が一つの機関で保管されること

により、事業者及び従事者本人等からの被ばく線量の記録等に関わる照会に迅速確

実に対応出来るという利点があります。また、線量の登録及び記録の引渡しを行う

ことで、記録の紛失等の防止及び事業者の記録保存の負担を軽減することが出来ま

す。 

放射線影響協会は、昭和 59 年 10 月 1 日科学技術庁告示第 11 号により、ＲＩ

規制法に基づく被ばく線量測定記録及び健康診断記録の引渡し機関として指定を

受けました。また、同日付けでＲＩ事業所の放射線業務従事者を対象にした被ばく

線量登録管理制度（以下、｢ＲＩ登録管理制度｣という。）が発足しました。 

以下に、ＲＩ登録管理制度の目的、概要及び各種登録・記録引渡しの手続き等に

ついて紹介します。               

公益財団法人  放射線影響協会 
放射線従事者中央登録センター 

 
 1）放射線業務従事者が他の職場に転出又は離職等を行った場合に、被ばく線   

  量の経歴等の把握を可能とする。 

 ２）放射線業務従事者の放射線管理記録（被ばく線量記録及び健康診断記録）   

   を生涯に渡って１ヶ所に集めて管理することにより、過去の被ばく歴の照会

等に迅速且つ確実に対応することが可能とする。 

  ３）被ばく線量の登録により、ＲＩ等施設における被ばく線量状況の把握が可

能となる。 

１）～３）を効果的に実施するためには、より数多くのＲI 等事業者に本制度に参加してい

ただく必要があります。 

 

 

ＲＩ等事業者（許可使用者、届出使用者、許可廃棄業者を含む） 

この他に、核燃（原）料物質使用事業者、試験研究用原子炉使用事業者等も対象とします。 

  

 

制度の参加対象 

制度の目的 
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２．ＲＩ登録管理制度の概要  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 (a) 新たに従事者となる者の個人識別項目の登録申請を行い、個人の中央登録番号 

  を取得します。 

 (ｂ) 個人の定期線量を毎年１回登録申請します。 

 (ｃ) ＲＩ等の使用廃止等事業所における被ばく線量記録及び健康診断記録の引渡しを 

  行います。 

 (ｄ) 離職者の被ばく線量記録及び健康診断記録の引渡し（事業者の判断による）を行 

  います。 

 (e) ５年以上保存した被ばく線量記録及び健康診断記録の引渡し（事業者の判断によ 

  る）を行います。 

 （ｆ） 中央登録センターが保管する登録データ、引渡記録に対する照会を行うことが出 

  来ます。 

 (ｇ) その他、関連する事項（負担金の支払い等） 

    注） （ｃ）～（e）については、関係する法令規則に基づく国が指定する記録保存機 

     関(放射線影響協会)への記録引渡しとなります。  

         (d)及び(e)の記録を放射線影響協会へ記録を引渡すことによって、事業者に 

     おける記録の保存の義務は免除されます。  

 

制度に参加する事業者が行う事項 

中央登録センターが行う事項 

(a） 個人識別項目のシステムへの登録及び中央登録番号の付与 

(ｂ) 定期線量の登録 

(ｃ) 事業者から引渡しを受けた被ばく線量記録、健康診断記録の登録、保管及びマイ 

  クロフィルム化 

(ｄ) 登録データ、記録引渡内容の照会に対する回答 

(e) その他、関連する事項 

  
   

 

ＲＩ登録管理制度における手続きの流れ 
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３．ＲＩ登録管理制度における各種登録等 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 (a）事業所登録 

     本制度に加入している事業所に対して事業所番号を付与するものであり、制度への 

   加入時、対象事業所の新設及び廃止時等に当該事業者から中央登録センターへ申請 

   を行います。 

 （ｂ）個人識別登録 

     放射線業務を行う従事者が本制度に未登録の場合に、各事業者は、各放射線業務 

   従事者の氏名（カナ）、生年月日、性別等の情報を中央登録センターへ送付する。中央 

    登録センターにおいてその情報をシステムに入力し、個人を識別するための登録番号 

   を付与する。登録番号は以後の各種登録、照会等において使用します。 

     個人識別登録に当っては、事業者から各個人の正しい氏名、生年月日、性別等の 

    情報が中央登録センターに提出される必要があります。 

     原子力登録管理制度及び除染登録管理制度で既に中央登録番号を所有する場合 

    は、当該番号を用います。 

 （ｃ）定期線量登録 

     各事業者は、年１回、各個人毎に、４月１日から翌３月３１日までの間のその事業 

     所における放射線業務従事者の実効線量を中央登録センターへ送付します。中央登 

    録センターにおいてはその情報をシステムに入力します。    

 （ｄ）記録の引渡し 

     各事業者は、放射線業務従事者が従業者でなくなったとき、又は５年以上記録を 

    保存したときは、その個人に関わる被ばく線量記録、健康診断記録をＲＩ規制法施行

規則に基づいて放射線影響協会（放射線従事者中央登録センター）に引渡すことが

出来ます。記録を引渡した事業所は、ＲＩ規制法に基づく記録の保存の義務が免除さ

れます。 

なお、ＲＩ等の使用の廃止等を行う場合は、ＲＩ規制法施行規則に基づき、被ばく線

量記録、健康診断記録を同規則に基づき放射線影響協会（放射線従事者中央登録セ

ンター）に引渡さなければなりません。 

 （ｄ）登録データ、記録引渡内容の照会に対する回答 

     中央登録センターは、記録を引渡した事業者、当該記録の本人又はその人を雇用 

    しようとする事業者（本人の同意を得た場合）からの登録データ及び記録の照会に 

対して回答を行います。 

 

 

   

 
マイクロフィルムによる
記録の保管 

サーバー 

 

放射線管理記録 

 
ＲＩ登録管理制度参加事業者 

定期線量等 

 

引渡記録等に関わ

る開示請求・回答 

 

当該記録の本人

（遺族含む） 
 

引渡記録等に関

わる照会・回答 

 

線量登録 

記録引渡し 

 

放射線従事者中央登録センター 
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５．ＲＩ登録管理制度における個人情報の扱い 

４．経費の負担 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
    
 
 
  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   令和３年４月１日 

登録管理制度の維持運営に要する経費は、制度に参加する事業者が負  

担します。金額は前年度の放射線業務従事者(定期線量登録対象者)１人  

当り ２，６１９円/年（税込）とします。    

この負担金には、各種の登録、記録の引渡し、照会への回答、記録の保  

管（マイクロフィルム作成含む）等に必要な費用が含まれています。 

  
   

 

  

ＲＩ登録管理制度への参加及び制度に関する手続き等については、 

以下にお問合せ下さい。 

問い合わせ先 

〒101-0044  

東京都千代田区鍛冶町１丁目９番１６号 丸石第２ビル５階  
  
公益財団法人 放射線影響協会  

放射線従事者中央登録センター 
  
 
 

 

個人情報の利用目的 

１．ＲＩ登録管理制度参加事業者のＲＩ等施設において、放射線業務に従事する人の氏 

 名、生年月日等の個人識別項目のほか、被ばく線量記録等の個人情報を、中央登 

 録センターに登録し、一元的な個人被ばく線量の管理を行います。 

２．ＲＩ登録管理制度参加事業者のＲＩ等施設において、放射線業務に従事する人の個  

 人の被ばく線量等の前歴を把握するため、事業者（放射線に関わる労働安全衛生の 

 責任を有する事業者）又はＲＩ登録管理制度参加事業者がその人の経歴を中央登録 

 センターに照会することに利用します。 

３．放射線業務に従事する人の統計資料を作成することに利用します。ただし、個人を 

 特定するデータを第三者に公表することはありません。 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


